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新潟県では、高齢者等の消費者被害を防止するため

｢消費者安全確保地域協議会｣の設置を進めています。

気づいて！つないで！見守ろう！

（高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク）

新潟県消費者安全確保地域協議会
「新潟県高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク」を開催しました

３月14日（月）に、県の消費者安全確保地域協議会である「新潟県高齢者等消費者被害防止見守
りネットワーク」を開催しました（対面参加とオンライン参加のハイブリッド形式）。
日頃から様々な取組を行っている県協議会の構成員の皆さんと消費者被害防止に向けた情報を
共有し、市町村支援のあり方などについて理解を深め、今後のさらなる取組の推進につなげる機会
となりました。

【関係機関】 消費生活ネットワーク新潟、県弁護士会、県生活協同組合連合会、
県消費者協会、県労働者福祉協議会、県社会福祉協議会、
日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・相談員協会(ＮＡＣＳ)東日本支部新潟分科会

【県警本部】 広報広聴課、生活保安課、生活安全企画課
【新潟県】 高齢福祉保健課、県消費生活センター、県民生活課（事務局）

新潟県高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク構成団体

各構成団体との情報交換（消費者被害防止に向けた各団体の取組等）

≪消費生活ネットワーク新潟>≫
・昨年10月に適格消費者団体となり、差止請求訴訟も含め
これまで以上に消費者被害を救済する活動を行っていきたい。
・消費者被害未然防止のためには消費者や事業者の啓発活動も
重要と考えている。そのため、消費者問題に精通した弁護士等
の講師派遣も積極的に行うので、市町村等からもぜひお声がけ
いただきたい。

≪新潟県弁護士会≫
・悪質サイトや国際ロマンス詐欺被害が全国的に多発している
ことから昨年10月に無料電話相談を実施した。来年度も社会情
勢に合わせて相談会を開催するほか、消費者教育について講演
会を開催していきたい。

≪新潟県生活協同組合連合会≫
・連合会加盟の生協向けに、新潟県発行の「安全・安心推進協
議会ニュース」や「消費生活情報にいがた『くらしほっと』」
を配布し、防犯情報や消費生活情報を共有した。
・連合会加盟の地域生協では、高齢者宅へ夕食宅配事業を実施
している生協もあるため、引き続き異変がないかなど側面から
の見守りを行っていきたい。

≪新潟県消費者協会≫
・当協会では、地域における見守りの担い手となり活動する「消費生活サポーター」を養成しており、
現在県内に229名の方が活躍されている。中にはサポーターどうしでグループをつくり活発に活動さ
れている方もいるため、協議会の設置やその他消費者被害防止に向けて、サポーターと行政・警察な
ど地元関係者とが連携できるとよいと思う。

くらしほっと令和４年新春号より
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≪新潟県労働者福祉協議会≫
・生活に関する様々な相談窓口であるライフサポートセンター内で消費者被害に関する情報を随時
共有し、相談（支援）事業で消費者被害防止の呼びかけを実施するとともに、被害を察知した場合
は関係機関に繋いでおり、それらの取組を今後も継続していく。

≪NACS 東日本支部新潟分科会≫
・コロナ禍でインターネットに不慣れな高齢者の消費者被害が懸念されるため、今年度は、県消費
者協会とともに高齢者のインターネット環境の現状把握と課題解決に向けたアンケート調査を実施
した。「誰もがデジタル化から取り残されない社会の実現」を目標に掲げ、来年度は高齢者にイン
ターネットの利便性等を伝える講習会の開催等も予定している。

≪新潟県社会福祉協議会≫
・地域福祉活動やボランティア活動の推進に加えて、権利擁護施策も進めているところである。
今後も市町村社協に向けて県からの消費者行政に関する情報提供や研修会開催支援などを通じて
バックアップしていきたい。

≪警察本部 広報広聴課・生活保安課・生活安全企画課≫
・県警に寄せられる相談のうちサイバー関係が増加傾向
にあり、悪質商法や特殊詐欺等については減少傾向である。
・とはいえ特殊詐欺については被害者のうち95％は高齢者
であり、金融機関を介さずに被害にあう、いわゆるタンス
預金を狙ったものや、スーパーマーケット等の店員の目が
届きにくいATMに誘導する詐欺も増えてきているため、
テレビCMを作成・放映し注意喚起をしている。
・今年度、高齢者が被害にあった特商法違反事件について、
町内会のネットワークのおかげで早期解決に結びついた案件
があり、地域における見守りの重要性をあらためて感じている。

特殊詐欺撲滅対策テレビCM

≪新潟県高齢福祉保健課≫
・高齢者宅に訪問機会等のある企業団体と地域の見守り活動
に関する協定を締結している。協定企業との情報交換会には
県警本部生活安全企画課や県民生活課にも同席してもらい、
高齢者の消費者被害防止の重要性について共有した。

≪新潟県消費生活センター≫
・高齢者向け啓発パンフレットの作成・配布や、高齢者向け
電話相談の機会を設けたほか、高齢者に多い消費生活相談の
内容を市町村に情報提供するなど、今後も継続的に実施する。

高齢者向け啓発パンフレット

当日は、「高齢者の方は電話だけでは伝わりづらい
ことも多く、お住まいの市町村の窓口で（顔の見える
関係で）ご相談いただくというやり方が望ましいことも
あり、その点からしても県内全市町村で協議会を設
置していただき、市町村それぞれが「高齢者を消費者
被害から守る」という意識をもって体制を整備するの
が理想だと思う。」といったご意見も出されました。

県協議会としても協議会の設置・活動の活発化に向けて引き続き支援していきますので、市町村に
おかれましても積極的な取り組みをお願いします。


